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音声言語機能変化を有する進行性難病等に対する 

コミュニケーション機器の支給体制の整備に関する研究 
 

研究代表者 井村 保（中部学院大学・看護リハビリテーション学部・准教授） 

 

研究要旨： 

 筋萎縮性側索硬化症等の進行性神経・筋疾患患者が用いる意思伝達装置は、身体機能障害の判定

を経て補装具費が支給される。しかし、その必要性を認める活動障害を判断する基準は曖昧である。

このことは、入力装置の適合支援者の不足と共に、意思伝達装置の普及の妨げになるといえるが、

具体的な課題は明確になっていない。昨年度は、これまで主観的な判断で議論されがちであった支

給状況や利用状況、機器の現状調査とともに、現状の不足・問題点の客観的な比較を行うことで課

題の明確化を行い、評価方法の論点を整理している。 

今年度は、昨年度の調査結果を踏まえより詳細な分析を行い、潜在化する問題の顕在化を行うと

ともに、ヒアリング調査等においてもより具体的な課題の確認を行った。その結果、社会モデルに

基づく活用事例の評価や、ボランティア団体を含めた導入前からの多職種連携の在り方等の連続的

対応具体案を提示できた。また、視線入力方式等の新しい方式の装置の歩葬儀費支給状況等が明ら

かになった。これらにより、コミュニケーション機器の変更に対応できる貸与制度も含めての供給

体制と、その利用を推進するための人的支援の確保と補償を推進する施策検討の論点が整理された。 

 

研究分担者 

巖淵  守（東京大学・先端科学技術研究セ

ンター・准教授） 

伊藤 和幸（国立障害者リハビリテーション

センター(研究所)・福祉機器開

発部・室長） 

 

Ａ．研究目的 

音声言語機能障害者が用いるコミュニケーシ

ョン機器の中には、障害者自立支援法（現、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（通称：障害者総合支援法））での

公的支給となる日常生活用具対象の携帯用会話

補助装置や、補装具費支給対象の重度障害者用

意思伝達装置（以下、意思伝達装置）がある。 

このうち意思伝達装置の利用者の主たる原疾

患は、筋萎縮性側索硬化症（ amyotrophic 

lateral sclerosis；ＡＬＳ）等の進行性神経・筋

疾患（難病）である。そのため、病状の悪化に

より、携帯用会話補助装置を含めた機器本体や

入力装置等の変更が必要となってくる。 

しかし、一度公的給付を受けると耐用年数の

間の変更申請が困難な場合もあり、また、ＩＴ

の進化の中で新たな装置が開発されてきても現

行制度が規定していない場合など、より適切な

機器をタイムリーに申請できない場合もある。 

さらには、意思伝達装置等の導入によるコミ

ュニケーションの確保は、義肢・装具などの代

表的な補装具のような機能障害の代替のための

身体適合のような医学的評価だけでは十分な評

価が出来ないといえる。意思伝達装置は音声言

語機能の代替に留まることなく、それを通じて

の社会参加・活動を実現するための手段でもあ

る。そのため、社会モデルに基づいた生活的要

素を加味した活動障害に対する評価も必要にな

るが、それが十分に行われていないことから、

昨年度（研究初年度）は、これまで主観的な判

断で議論されがちであった支給状況や利用状況、

機器の現状調査とともに、現状の不足・問題点

の客観的な比較を行うことで課題の明確化を行

い、評価方法の論点を整理している。 

今年度は、昨年度の調査結果を踏まえより詳

細な分析を行い、潜在化する問題の顕在化を行

うとともに、ヒアリング調査等においてもより
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具体的な課題の確認を行う。これらにより、障

害固定のないＡＬＳ等の進行性難病患者（神経

筋疾患）に対するコミュニケーション支援体制

を、次年度に検討するための基礎情報を整理す

る。そして、コミュニケーション機器の変更に

対応できる貸与制度も含めての供給体制と、そ

の利用を推進するための人的支援の確保と補償

を推進することを最終目標とする。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

給・利用状況の分析 

（１）重度障害者用意思伝達装置の補装具費支

給状況の分析 

 意思伝達装置の支給状況は、平成２５年度に

実施した身体障害者更生相談所への照会調査に

おける個別ケースの詳細情報をもとに、①重度

障害者用意思伝達装置に対する補装具費支給実

績の実態調査、②視線入力方式意思伝達装置に

おける特例補装具費支給実態の推測、の２種類

の分析を行った。 

 また、福祉行政報告例および衛生行政報告例

のデータから算出できる意思伝達装置の利用率

を、種々のデータと対比し、③意思伝達装置に

かかる補装具費支給における地域差要因の背景

分析、も行った。 

（２）重度障害者用意思伝達装置の利用状況に

関する分析 

①ＡＬＳ患者におけるＩＴ機器／コミュニケ

ーション機器等利用背景の分析 

 平成２５年度に実施した日本ＡＬＳ協会への

アンケート調査を詳細に比較し、機器の利用状

況（予備群、利用群、中止群）を３段階に区分

し、統計的に利用者の背景や支援に係わる内容

を比較・考察した。また、利用群においては、

機器ごとの相違についても同様に比較・考察し

た。また、利用群においては利用状況を、予備

群および中止群においてはコミュニケーション

の方法等についても確認した。 

②意思伝達装置利用者の社会活動状況等のヒ

アリングによる調査 

 患者等の意思伝達装置の利用実態を調査する

ことで、意思伝達装置の利用に関わるケースス

タディを収集し、支給制度改正に資する情報と

してまとめる。今回の調査では、平成２５年度

に実施したＡＬＳ患者のヒアリング調査を追跡

して、この一年間のコミュニケーション環境等

の変化を記録する。加えて、新規のＡＬＳ患者

の調査も実施する。 

 調査方法は個別訪問によるヒアリング調査と

する。可能な限り患者本人からの聞き取りとす

るが，困難な場合は家族やヘルパー等の支援者

から聞き取る。 

③重度障害児の言語獲得支援ためのコミュニ

ケーション機器の有効性に関する調査 

幼児期や５０音を獲得する段階では、シンボ

ルや定型句を利用した言語力（語彙）に応じた

装置使うことが好ましいと考えられるが、その

有効性を示すためには、身体的な障害程度や知

的レベルだけでなく、学校や家庭を含めた生活

の中での利用状況をふまえた、医学的・社会的

な複合モデルによる導入支援プロセスが必要で

ある。しかし、対象となりうるＳＭＡ児は少な

いことから、アンケート等による大規模な調査

は困難である。そのため、研究分担者・研究協

力者が知りえている複数の意思伝達装置の利用

児に対する聞き取り調査を中心とした状況調査

を行う。そして、その事例を比較・検討する。 

（３）コミュニケーション支援の在り方に関す

る検討 

①難病患者に対するコミュニケーション支援

の症例報告の現状調査 

そこで本件研究では、コミュニケーション支

援の体制構築を効果的に構築することを最終目

標として、これまでの支援のアプローチや体制

の構築におけるノウハウの可視化するために、

過去の難病医療関係の学会等での症例報告等の

サーベイを行うことで、現状の課題の明確化等

を試みる。 

 難病医療関係の学会誌・学術講演抄録を対象

に原著論文、症例報告等の中から、意思伝達装

置の導入等のコミュニケーション支援に関する

文献を収集し、内容に応じで整理する。コミュ

ニケーション支援にも古くからの取り組みは見

られるが、今回は、現状の課題を明確化するこ

とから、対象期間を、意思伝達装置が障害者自

立支援法（現、障害者総合支援法（通称））にお

ける補装具になった平成 18 年(2006 年)以降に
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限定した。 

②ＩＴ機器コミュニケーション支援における

ボランティア関与状況 

 意思伝達装置導入等のコミュニケーション支

援にかかる人的支援への補償を検討する場合に

は、支援内容の体系的整理（メニュー化）とと

もに、適切な費用の算出が必要になる。そこで、

本研究では、自治体からの委託等を受けていな

い支援団体に注目し、その活動内容や運営費用

の分析から、内在的問題の顕在化を試みる。 

 対象団体における支援活動実績を、対象者単

位でまとめる。継続的な支援が必要である場合

には年度をまたぐ対応になる場合もあるため、

昨年度（2013 年度）に支援を行った方を対象者

とし、前年度（2012 年度）から今年度（2014

年度）の支援内容を調査対象とした。 

 

Ｂ－２．社会モデルに基づく評価の検討 

（１）画像処理による非接触入力装置の操作 

性に関する評価 

今年度は画像処理入力装置の適用者像を具体

化することを目的として、ＯＡＫを既存の物理

的なスイッチの代替品としての試用を行い、そ

の利用者における操作感覚等の比較・検証した。 

現在、意思伝達装置やＰＣをスイッチ操作に

より利用している意思伝達装置の利用者 2 名、

ＰＣの利用者 2 名の計 4 名の患者を評価者とし

て、画像処理による非接触入力装置として OAK

を提供し、現在利用している入力装置と操作感

等についての比較を依頼した。 

なお、これらの評価者は、スイッチによる意

思伝達装置やＰＣについては十分理解しており、

今回の検証では、入力装置の差異のみを確認で

きるようにしている。 

（２）コミュニケーション総合支援策の構築に

向けた他制度利用や整合性の検討 

本研究では、国内の関連制度や、障害者差別解

消法の施行に伴う合理的配慮の動向、海外事情

の各方面から現状の課題を示唆することを目的

として、現行の障害者福祉制度にとらわれるこ

となく、国内外の支援制度やその動向を比較す

るために、次の３つのテーマを設定した。①障

害者福祉施策におけるコミュニケーション支援

に係わる関連制度の現状、②海外におけるＩＣ

Ｔベースのコミュニケーション支援製品と制度

の動向、③合理的配慮と福祉機器・コミュニケ

ーション機器の供給制度。そして、各分野に精

通する研究者により、各分野の現状と課題をと

りまとめて、それらを総合的に比較し、制度の

具体化に向けた論点を整理する。 

 

Ｂ－３．機器の機能や操作方法の分類について

の検討 

（１）視線入力方式の意思伝達装置の利用実態

調査と適用基準の整理 

調査は視線入力方式の機器を取り扱っている

クレアクト株式会社の協力により、共同でアン

ケートを実施した。調査項目として、①利用者

の基本的属性、②視線入力方式の機器購入前の

コミュニケーション機器の利用状況、③視線入

力方式の機器の利用状況、④利用支援の状況、

⑤コミュニケーションと生活の状況、⑥改善希

望項目などに分け、アンケートを実施する。こ

のうち、③～⑤がコミュニケーションの状況と

なる。 

 返送された回答は基本的な統計処理（単純集

計）を行うとともに、支援状況、コミュニケー

ションの実態について分析を行った。 

（２）パソコン操作向けキーボード・マウス代

用装置の機能調査 

 現在市販されているキーボード・マウス代用

装置について、名称、操作形式、各代用装置の

実行に必要な操作、外付けスイッチの接続、操

作に適した部位、取り扱いメーカーを調査した。 

 操作に適した部位は、各代用装置が想定する

操作部位をまとめた。主に、頭部の動き、口や

あごによる操作、指による操作、手の大まかな

動きによる操作、足を使った操作となり、ジョ

イスティック操作であれば、口の動き、指など

で操作できる。 

 

（倫理面への配慮） 

一部の患者等を対象とした実態調査等にあた

っては、倫理的配慮に留意し、中部学院大学・

短期大学部倫理委員会または研究分担者・研究

協力者所属機関の倫理委員会の承認を得て実施

した。 
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Ｃ．研究結果 

Ｃ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

給・利用状況の分析 

（１）重度障害者用意思伝達装置の補装具費支

給状況の分析 

①重度障害者用意思伝達装置に対する補装具

費支給実績の実態調査 

病状の進行に応じて必要な機器（特に入力装

置）の変更は修理基準での対応も可能であるが、

障害（症状）固定を前提として一定期間の継続

利用を想定した、補装具制度では十分に対応で

きないことも多いといえる。 

加えて、一部の疾患では、統計値と申請者の

男女比や平均年齢の違いが顕著であったことか

ら、これまでの生活環境やＰＣ操作の理解等の

相違が、装置の導入に対する考え方や付加機能

に対するニーズの相違にもつながるといえる。

このとき、選択する機種に差が生じることは、

病状進行のみならず、生活環境等の社会モデル

の変化への対応も必要になる。 

②視線入力方式意思伝達装置における特例補

装具費支給実態の推測 

特例補装具費の全件数は年度での変動も多い

が、視線入力方式は 21 年度に初めて確認され

て以降、年々増加している。特に、24 年度にお

いては、他の基準に合わせた上限額を設定した

支給が確認されたとともに、相当数あることが

推測できる。また、意思伝達装置に対する特例

を含む購入決定件数に対しての構成割合は、平

成 25 年度においては 4.7%程度の割合と推測で

きる。しかし、特例補装具としての支給以外に

も、上限設定による基準内支給扱いや、他の補

装具とは異なり自費購入のケースもあることが

考えられ、実質的にはさらに高い割合となって

いる可能性も否定できない。 

③意思伝達装置にかかる補装具費支給におけ

る地域差要因の背景分析 

意思伝達装置の主たる利用者である ALS 患

者数の違いによる影響を平滑化するために、各

指標の ALS 患者対数（率）を算出し、相関関

係の検討を行った。本調査においては、意思伝

達装置の利用率には、理学療法士、神経内科病

院、リハビリテーション科医師で有意な相関が、

訪問看護・介護事業所、保健所保健師で相関傾

向が見られ、関与が高い専門職等と判明し、支

援者等資源と位置付けた。まだ低い利用率を向

上させるためには、各地域で一定数が存在する

専門職の中で、これらの支援者等資源にかかる

期待は大きいといえる。 

（２）重度障害者用意思伝達装置の利用状況に

関する分析 

①ＡＬＳ患者におけるＩＴ機器／コミュニケ

ーション機器等利用背景の分析 

本調査の分析結果より、これまで主観的に述

べられることにとどまっていたＡＬＳ患者にお

けるＣＡ機器の利用実態や、その背景の環境に

ついて定量的に示唆でき、各利用状況段階での

現状は、以下の通りであった。 

 「予備群」においてＣＡ機器の導入に至らな

い背景としては、機器の必要性を強く感じない

場合もあるが、高齢発症者を中心にＰＣ等のＩ

Ｔ機器の利用経験がないことから機器の利用に

対する戸惑いが導入を阻害する心的要因になっ

ている可能性がある。「利用群」においては支援

者の存在が大切であるが、利用群になってから

支援が必要になるのではなく、予備群から利用

群へのスムースな転換を促すことも重要な支援

の 1 つである。そのため、身体機能評価を継続

して行い、導入時期を見極める作業療法士等の

リハビリテーション専門職の継続的関与が大き

く影響していた。「中止群」においては本当にコ

ミュニケーションが不可能になったのかの適切

な見極めが必要である。 

しかし、「予備群」においても利用群や中止群

の身体状況・機能に相当する、逆に「中止群」

の中にも予備群や利用群の身体状況・機能に相

当する患者の存在が確認できた。これは、身体

機能変化とそれに対応する代替コミュニケーシ

ョン手段としてのＩＴによるＣＡ機器利用が単

純な相関関係で説明できないことを示唆してい

るといえる。 

②意思伝達装置利用者の社会活動状況等のヒ

アリングによる調査 

 意思伝達装置の利用継続には支援者等による

直接的なサポートが必須である。これは遠隔支

援があっても同様である。全調査 13 例のうち，

意思伝達装置の納入業者によるサポートが十分

だったのは１例のみであり，アンケート調査と
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ほぼ一致した。また，一時的にでも利用環境が

悪化するとその後の利用に悪影響を及ぼすこと

が確認できた。その理由として，その期間にお

ける身体機能の廃用，支援者のスキル低下や支

援者変更によるスキル不足が考えられる。つま

り，意思伝達装置の有効活用には安定した継続

的な利用が不可欠といえる。 

③重度障害児の言語獲得支援ためのコミュニ

ケーション機器の有効性に関する調査 

今回、意思伝達装置を実際に利用することで、

利用機能の変化や言語発達の変化の調査を３例

で試みた。また、従来とは異なる十分な調査期

間ではなかったが、機能による装置の使い分け

や、要求伝達や自身による環境制御等が増加し

た等の結果が得られた。しかし、今回の症例で

は、リハスタッフや教員による利用促進が十分

でなく、機器類を十分に活用できていない側面

もみられた。 

 今後は機器を使用した発達支援が、在宅療養

の対象児にも行っていけるような人材育成や支

援システム、医療職と機器類の専門家が連携し

て支援を行うことを義務付けるような制度が必

要ではないかと考えられる。そのため、もう少

し長期間での支援者を巻き込む評価を行うこと

も必要になる。 

（３）コミュニケーション支援の在り方に関す

る検討 

①難病患者に対するコミュニケーション支援

の症例報告の現状調査 

 コミュニケーション支援での検索では、難病

に関する研究は少なく、かつ入力方法（スイッ

チ等）についての変更や工夫についての記述が

多いことからも、注目点に偏りがあるといえる。

難病療養者のコミュニケーション障害へは、適

時、シームレスな支援が必要である。本調査で

示したように、コミュニケーション支援に関す

る報告は多数あり、これらの情報を適切に把握

していれば、解決方法の糸口を見出すことも可

能になりうると考えられる。そのため、このよ

うな症例報告を取集し、さらに体系的な分類を

行えば、支援者間での情報共通や知識の補完に

有益なものになると考える。 

②ＩＴ機器コミュニケーション支援における

ボランティア関与状況 

進行性疾患患者の場合は、ＣＡ機器を必要と

しない段階からの情報提供が必要である。その

ような早期の患者に係わる機関としては病院や

保健所があげられ、そこからボランティア団体

に情報提供やデモの依頼があることは、支援の

連携としてよい過程が構築されているといえる。 

 しかしながら、フリーソフトやオリジナルス

イッチ等の市販品以外の機器類の導入のように、

見かけ上のコストは発生していないものの、相

当数の訪問による人的費用などの隠れたコスト

は少なくない。それらを補うために、助成金等

に依存するが、安定した収入や遊休財産がなけ

れば、運営実施が困難になることも懸念される。

そのため、適切な活動内容と運営基盤を保ちつ

つ、他機関との連携を行うことが継続した支援

の確保になるといえる。 

 

Ｃ－２．社会モデルに基づく評価の検討 

（１）画像処理による非接触入力装置の操作 

性に関する評価 

 利用者による画像処理による非接触入力装置

の試用感の評価から、接点式スイッチの利用可

能な、手指の可動域や筋力が高い状態での適応

度は高いといえないが、それ以降の段階では移

行期を含めて、適応度は高いといえる。 

 しかし、特殊な適合技術がなくとも設置が容

易な反面、設置方法によっては外乱の影響も受

けやすく、それらのノウハウの蓄積が不可欠で

あるといえる。 

以上から、視線方向を検出・利用しない画像

処理方式の入力装置としての有効性は高いとい

える。 

（２）コミュニケーション総合支援策の構築に

向けた他制度利用や整合性の検討 

 現行制度を有効に活用できる法的根拠があっ

たとしても、それを実行する自治体の実施状況

の相違は、各自治体が、旧制度時代（障害者自

立支援法施行以前）と、現在の社会における現

状の相違を理解して、必要な支援が何かを見直

すか否かにも影響するといえる。 

 社会モデルを想定したコミュニケーション支

援を考えると、本人のニーズだけでなく、社会

における物流や生活基盤の変化も踏まえて検討

する必要があるとともに、容易な方法で代替で
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きる障害とできない障害を見極めて、それぞれ

に必要な支援を提供できる制度の策定も必要で

ある。 

 

Ｃ－３．機器の機能や操作方法の分類について

の検討 

（１）視線入力方式の意思伝達装置の利用実態

調査と適用基準の整理 

現在市販されている視線入力方式の機器であ

るMyTobiiやSpringは視線を検出するためのデ

バイスが画面の下部に配置されており、画面に

対して適切な位置に正対しないと正確に視線を

検出することが困難となる。利用者の姿勢は仰

臥位が多いため、設置に関するスキルを支援者

がみにつけておく必要があり、機器の設置は業

者が行うケースが多いことがアンケートで明ら

かであるが、日常利用場面における設置作業等

には家族に限らず様々な支援者の存在が不可欠

となる。 

視線入力方式は直接選択式であるため、現行

の意思伝達装置で採用されている走査入力式よ

りも効率の良い入力が可能である。現状の給付

方式である「文字等走査入力方式」とは異なる

ものの、アンケート回答の活動内容として「執

筆活動等社会参加」を挙げている利用者もあり、

眼球運動を単なる一つのスイッチとして利用す

るだけではなく、直接入力方式に利用可能な機

能として検討することや、身体機能からの判定

だけではなく機器を利用して行う社会活動の評

価を行うことも必要であろう。 

（２）パソコン操作向けキーボード・マウス代

用装置の機能調査 

現在市販されているキーボード・マウス代用

装置 39 機種に関して、操作形式、実行に必要と

なる操作、外付けスイッチ接続の有無、取扱メ

ーカーを整理した。 

汎用的に市販されているキーボードやマウス

の代用装置も多数あり、障害者専用の機器と捉

えるのではなく、ユーザーの好みや使い方、身

体特性に合った機器を選択することで、最適な

パソコン利用環境を構築できるものと考えられ

る。 

 

 

Ｄ．考察 

（１）意思伝達装置の利用状況について 

 補装具費支給実態や、ＡＬＳ患者を対象とし

た調査から、意思伝達装置の利用状況に性差や

年齢差等の利用者属性の違いがみられ、これは

利用する機器が高機能の場合には特に顕著に表

れた。この性差や年齢差等が意味することは、

ＰＣの利用経験の差につながることも確認でき、

今後、スムースな導入を促すためには、早い段

階でのＰＣ利用を促し、生活の中での必要性を

高めておく必要があるといえる。このことが、

社会モデルによる機器の有効性の評価につなが

るといえる。 

 しかし、その一方で機器を導入しても、十分

に利用できていないケースもあった。その原因

としては、身体機能の低下による入力装置の不

適合があるが、その再適合の機会が十分でない

場合もあることは明確であるが、そのための支

援者不足だけでなく、支援者のスキルの不足も

考えられることから、リハビリテーション専門

職等が積極的に関与できる方策が必要である。 

 加えて、小児期の場合、必ずしも身体機能の

低下ばかりでなく、身体機能や言語機能が十分

に発達していない場合もある。このとき、発達

する可能性を見逃さないことや、無理な利用で

の２次障害を生じさせないためには、医療、心

理、教育等の多職種連携も必要であるといえる。 

（２）意思伝達装置を必要とする背景 

 アンケート調査やヒアリング調査からも、意

思伝達装置は単なる会話としてのコミュニケー

ションツールにとどまることなく、生活の中で

の自己実現のツールである場合も少なくない。

特に、その利用者がこれまでどのような生活を

していたか、これからどのような生活をしてい

くかにも大きく左右されるといえる。 

 これは、重度の肢体不自由のために移動制限

があり、外出が困難なＡＬＳ患者にとっては、

単なる意思表出だけなく、執筆活動や、インタ

ーネットを使った社会参加につながる場合もあ

る。また、ＳＭＡ児等の小児の場合、そもそも

の社会経験が少ないことからの発達の遅れがみ

られる場合もあることから、言語獲得期に合わ

せての導入が健全な知的発達や社会性の獲得に

つながると考えることもできる。 
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 また、環境制御機能（リモコン）としての利

用は決して高頻度ではないが、TV や DVD 等の

鑑賞を行う場合も多い。これらは、利用者の自

律による介護負担の軽減や、活動量の増大にも

つながるものであり、一定の役割を果たしてい

ると考えられる。 

（３）意思伝達装置等の利用支援状況 

 従来、意思伝達装置の利用支援は、入力装置

の適合や操作方法の指導などが中心に行われて

いた。しかし、今回の調査研究において、進行

性疾患の場合、装置をまだ必要としない「予備

群」、現在利用中の「利用群」、身体機能の低下

で利用できなくなった「中止群」の３つの段階

に分けて支援内容を分けて考えることが必要で

あることが確認された。 

 「予備群」に関しては、情報提供や日常的な

支援があれば、利用の促進につながるといえる。

「利用群」においては、従来のような指導と入

力装置の再適合の実施が、利用可能期間の延長

につながるといえる。「中止群」においては、装

置によらないコミュニケーション方法の確立も

必要であるが、身体機能の再評価や新たな装置

の適合により、再度、装置の利用群で戻すこと

が必要だといえる。 

 そのためには、各専門職が各段階で果たす役

割を明確にし、適切な支援の連携を含めた多職

種連携の具体化を検討していく必要がある。 

（４）ＰＣ等のＩＴ機器・入力装置の選択 

 高機能な装置については、（１）での述べたよ

うにＰＣの利用経験の有無も大きく影響してく

る。そのため、ＰＣの利用経験のない患者（予

備群に相当）に対しては、ＰＣの利用機会を設

けることも必要である。しかし、一般的なＰＣ

は身体機能の低下により操作性も低下するので、

適切な段階で、代替入力装置の選択をはじめ、

特殊な装置を使う視点ではなく、実際に行いた

いことを実現するためのツールの選択という考

え方が必要である このとき、新たに登場する

製品だけでなく、従来から存在する製品も含め、

可能な限りの情報の中から適切なものの取捨選

択も必要であり、支援経験の少ない専門職に対

しての支援を行うことは、（１）で述べた支援者

のスキルの不足への対応にもなるといえる。 

また、本体としては、専用機器にとらわれる

ことなく、汎用的なＰＣやタブレットＰＣとい

う選択肢も増えてくるといえる。しかし、現行

制度では汎用機器の給付は公費負担の対象外で

あることから、自己負担での購入を促すことも

必要である。そのためにも、早期に生活の中で

ＰＣ等に対するニーズを高め、自己所有の機器

としての認識を高め、それを使い続けたいとい

う意識を持たせることも有効であると考えられ

る。 

（５）利用支援のための制度の検討 

 これまでの福祉用具は、機器の供給を中心と

した制度であるが、（４）で述べたように汎用機

器の利用を考えると、機器そのものの給付より、

それを使うために種々の人的支援に対する対応

が制度に求められる。これは、コミュニケーシ

ョン支援を考えたとき、コミュニケーションの

目的とその達成は、生活の中でのパッケージと

とらえるべき課題といえる。 

 海外においてもコミュニケーション機器の市

場の変化があるほか、本邦においても障害者差

別解消法に基づく合理的配慮の考え方が普及す

ると、個人のニーズを社会モデルで評価し、物

的支援と人的支援のバランスを考えた支援プロ

グラムの構築も求められるといえる。 

 このとき、社会基盤の変化を踏まえつつ、他

の障害や他制度とのバランスを考慮しつつ、限

られた財源を有効に活用できる施策が必要にお

なると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

今年度は、昨年度の調査結果の詳細分析や追

加調査を行い、意思伝達装置の利用状況・補装

具費支給状況を詳細に分析した。その結果、装

置の利用者の属性や、利用につながる背景因子

の確認ができた。また、有効活用しているＡＬ

Ｓ患者に加えＳＭＡ患者（児）の訪問調査等か

ら継続的な利用支援の必要性とともに、支援者

のスキルの差による課題も明らかになった。 

支援者は同じ支援者が全ての支援を行う必要

は無く、患者の身体機能に応じた段階毎に異な

る支援者と支援内容が求められ、その概要が具

体的になりつつある。しかし、支援者に対する

費用補償が明確でないことや、作業療法士や理

学療法士等のリハビリテーション専門職や医師
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等においては、その役割が十分に認知されてい

ない場合もある。 

これらの課題を論点として、次年度はコミュ

ニケーション機器の変更に対応できる貸与制度

も含めての供給体制と、その利用を推進するた

めの人的支援の確保と補償を推進する施策につ

いて具体的に検討を行う必要がある。 
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